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豊川市新型インフルエンザ等対策行動計画改定の概要について

１　新型インフルエンザ等対策⾏動計画について
新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成２４年度に制定され、平成２５年度から施⾏されました。特措法において、国、都道府県、市町村がそれぞれ新型インフルエンザ等対策⾏動計画を定める規定となっています。
新型インフルエンザ等対策行動計画は法律に基づく計画であり、国や４７都道府県、1,700もの市町村が連動した内容で策定することで、有事の際に連携できるようにするものです。
これに基づき、国の政府⾏動計画は平成２５年６月に策定されました。そして、国の行動計画策定を受け、愛知県の⾏動計画が平成２５年１１月に策定され、県の行動計画策定を受け、豊川市の行動計画が平成２６年９月に策定されました。
令和６年７月、新型コロナの経験を踏まえ、国の政府⾏動計画が約１０年ぶりに抜本的に改定されました。そして、政府⾏動計画改定を受けて、特措法第７条の規定により、愛知県が愛知県の⾏動計画令和７年６月に改定されたことを受け、今回、特措法第８条の規定により、県内市町村が市町村行動計画を改定するものとなります。

２ 今回の政府⾏動計画の主な改定ポイントについて
政府⾏動計画の主な改定ポイントは次のとおりです。なお、愛知県行動計画も同様となります。
一つ目は、指定感染症が対象として今回追加されたことです。指定感染症とは、新しい感染症への対策を迅速に法に基づき⾏うために、期限付きで運用できるようにするためのカテゴリーで、新型コロナは2020年1⽉28日から2021年2⽉6日までの期限つきで「指定感染症」に分類されていました。これにより、新型インフル、新型コロナ以外の幅広い呼吸器感染症も念頭に置いた計画となりました。
二つ目は、有事の際の対策段階ごとの計画となったことです。全体を準備期、初動期、対応期の三期に分け、特に準備期の取組が充実されました。
三つ目は、対策項目がこれまでの６項目から１３項目に拡充されたことです。なお、国や県、保健所設置市は１３項目を規定することとなりますが、豊川市のような保健所を自前で設置していない自治体は、このうちの７項目を規定することとなり、具体的には①実施体制、②情報提供・共有、リスクコミュニケーション、③蔓延防止、④ワクチン、⑤保健、⑥物資、⑦住民生活および社会経済活動の安定の確保の７項目となります。

以上が、豊川市新型インフルエンザ等対策行動計画改定の概要となります。詳細は、計画書本ぺんでご確認ください。
